
別表(第３条関係) 

補助事業名 補助対象経費 補助基準額 

認可外保育施

設保育士資格

取得支援事業 

養成施設受講料等(指定

保育士養成施設の受講

により保育士資格を取

得する者に限る。) 

補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は30万円とする。 

養成施設受講料等(保育

士試験の全て又は一部

を免除され保育士資格

を取得する者に限る。) 

補助対象となる保育従事者１人につき補助

対象経費の２分の１の額。ただし、保育士

試験の実施について(平成15年12月１日付

け雇児発第1201002号厚生労働省雇用均

等・児童家庭局通知。以下「局長通知」と

いう。)別表の②又は③を活用する者の補助

対象経費の上限は10万円とし、同表の①を

活用する者の補助対象経費の上限は20万円

とする。 

代替保育従事者雇上費 １日１人につき当たり6,590円 

保育教諭確保

のための保育

士資格取得支

援事業 

養成施設受講料等 補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は10万円とする。 

幼稚園教諭免

許状を有する

者の保育士資

格取得支援事

業 

養成施設受講料等 補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は10万円とする。 

保育所等保育

士資格取得支

援事業 

養成施設受講料等(指定

保育士養成施設の受講

により保育士資格を取

得する者に限る。) 

補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は30万円とする。 

養成施設受講料等(保育

士試験の全て又は一部

を免除され保育士資格

補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、局長通知別表の

②又は③を活用する者の補助対象経費の上



を取得する者に限る。) 限は10万円とし、同表の①を活用する者補

助対象経費の上限は20万円とする。 

幼稚園教諭免

許状取得等支

援事業 

養成施設受講料等 補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は10万円とする。 

更新受講料等 補助対象となる者１人につき補助対象経費

の２分の１の額。ただし、補助対象経費の

上限は10万円とする。 

代替幼稚園教諭雇上費 １日１人につき当たり6,590円 

代替保育士雇上費 １日１人につき当たり6,590円 
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